
大阪市賃貸住宅建設資金融資制度要綱 

 

制  定 平成１７年４月１日 

最近改正 令和３年10月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市内の土地所有者等が、大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補

助制度（以下「建替建設費補助制度」という。）の補助を受けて、賃貸住宅等を建設する際

に必要な資金について、大阪市が金融機関に対し、融資のあっせんを行うことにより、防

災性が高い良好な市街地住宅の供給促進を図り、もって防災面や居住環境の向上に資する

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、用語の意義は大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補

助金交付要綱に定める意義と同一とするほか、次の各号に定めるところによる。 

（１）密集地区 

老朽住宅密集市街地整備事業区域内及びアクションエリアをいう。 

（２）生活支援施設 

賃貸住宅の居住者並びに周辺地域住民の生活利便の向上に資する施設で、次にあげるも

の。 

ア 医療施設 

イ 福祉施設 

ウ サービス、物販店舗 

エ その他市長が認める施設 

 

（融資対象住宅） 

第３条 融資の対象となる住宅（以下「賃貸住宅」という。）は、大阪市内において土地所有者等が

新築する賃貸共同住宅（店舗併用含む）で、次に掲げる各号のすべてに該当するものをいう。 

（１）建設費が「大阪市賃貸住宅建設資金融資制度取扱要領」（以下「要領」という。）に定める

標準建設費の２倍を超えないものであること。 

（２）他の公的建設資金の貸付を受けていないこと。 

 

（融資対象者） 

第４条 融資を受けることができる者は、土地所有者等で、次に掲げる各号のすべてに該当するも

のとする。 

（１）大阪市内で、建替建設費補助制度の補助を受けて賃貸住宅を建設しようとする個人または

法人であること。 

（２）市町村民税または事業税を滞納していないこと。 

（３）融資金の返済が確実にできること。 

（４）確実な担保を有すること。 

（５）複数の申込者の場合は、原則として区分所有する場合を除き、連帯債務契約ができること。 

 



（融資区分） 

第５条 融資を受けようとする者は、次の各号のいずれかの区分により融資申込みをするものとす

る。 

（１）密集地区区分 

密集地区内で賃貸住宅を建設しようとする場合 

（２）共同建替区分 

共同建替により賃貸住宅を建設しようとする場合 

（３）一般区分 

前２号に該当しない場合 

（４）店舗等 

賃貸住宅に生活支援施設を設置する場合の当該部分 

 

（融資機関） 

第６条 融資機関は、要領に定める。 

２ 融資機関は、融資申込者に対してこの要綱及び要領に定めるところに従い、融資を行うものと

する。 

 

（融資の条件） 

第７条 融資額は、賃貸住宅の建設に要する費用から公的補助金を減額したものとする。賃貸住宅

の建設に要する費用が要領に定める標準建設費によって積算した額を超えるときは、当該標準建

設費によって積算した額とする。 

２ 前項の融資額は、１０万円未満の端数を切り捨てた額とする。 

３ 融資利率は、受付年度の利率を適用し、融資区分によりそれぞれ全額融資を行った日の翌日か

ら起算して、要領に定める期間毎の利率とする。なお、中間融資を行った場合の融資利率は、全

額融資を行うまでの期間について、各融資区分の最終利率を適用する。 

４ 償還期間は、全額融資を行った日の翌日から起算して２５年以内とする。ただし、店舗等にか

かる融資については、１０年以内とする。 

５ 償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、密集地区区分の建替及び共同建替区分に該当

する場合は、当初１年間元金を据置くことができる。なお、償還期限前にあっても、未償還額の

一部または全額を繰上げ償還することができる。この場合、原則として月末日を繰上げ償還日と

する。前段の規定に基づく据置期間中にあっては、一部を繰上げ償還することはできない。また、

一部繰上げ償還の場合の１回当りの償還額は、原則として１，０００万円以上で、１００万円単

位とする。 

６ 融資を受けた者は、償還期日に償還金を支払わない場合に、年利１４％の割合で滞納日数に応

じて遅延損害金を融資機関に支払うものとする。 

７ 融資を受ける者は、融資を受けるにあたり、融資の対象となった賃貸住宅及びその敷地につい

て、原則として第１順位の抵当権の設定登記を融資機関またはその指定する融資保障機関のため

に行うものとする。 

８ 融資保証については、原則として融資機関の指定するところに従い、損害保険会社の住宅融資

保証保険又は住宅融資保証会社の住宅融資保証により行うものとする。 

９ 融資を受ける者は、原則として融資機関の指定するところに従い、確実な連帯保証人をたてる



ものとする。 

１０ 融資を受ける者は、融資の対象となった住宅について、金融機関への償還完了に至るまでの

期間、融資相当額以上の火災保険に加入し、融資機関またはその指定する融資保証機関のために、

保険金請求権について質権を設定するものとする。 

 

（融資の申込） 

第８条 融資を受けようとする者は、賃貸住宅建設資金融資申込書（様式１）を作成し、市長の承

認を受けなければならない。 

２ 融資を受けようとする者が複数の場合、原則としてその代表者をもって融資の申込をすること。 

３ 前各項の規定による申込書類の確認後、予算の範囲内において、先着順に申込を受付けるもの

とし、受付期間は７月１日(本市の定める休日である場合は、その日以後の直近の休日でない日) 

から２月末日 (本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日) までとす

る。 

４ 受付後、建設地の変更、住棟計画または各階平面計画等の大幅な変更は認めないものとする。 

 

（融資の承認） 

第９条 市長は、前条の申込を受けたときは、その内容を審査し、これを適格と認めた場合には、

融資機関に対し、当該書類を送付する。 

２ 融資機関は、市長から送付された書類の内容を審査し、原則として４０日以内に審査意見書（様

式２）を市長に送付しなければならない。 

３ 市長は、融資機関から送付を受けた審査意見書を検討し、融資申込者から建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第６条第１項による確認済証の写しを提出させたうえ、適格と認めた場合

には、融資申込者及び融資機関に対し融資承認通知書（様式３）により通知するものとする。 

４ 市長は、融資機関から送付を受けた審査意見書を検討し、融資申込者から建築基準法第６条第

１項による確認済証の写しを提出させたうえ、不適格と認めた場合には、融資申込者及び融資機

関に対し融資不承認通知書（様式３－２）により通知するものとする。 

 

（工事着工及び期限） 

第１０条 融資申込者は、融資の承認後、速やかに工事に着工しなければならない。 

２ 前項の期限は、融資承認日から起算して３ヵ月以内とし、やむを得ない理由により着工が遅れ

る場合には、融資申込者は、その理由を付した書面を提出し、市長の承認を受けなければならな

い。この場合において、融資承認日から１２ヵ月を超えた場合には、融資申込者の権利を失うも

のとし、市長は必要に応じて、融資承認取消通知書（様式４）により、その旨を融資機関及び融

資申込者に通知する。 

３ 融資申込者は、工事着工にあたっては、工事着工届（様式５）、工事工程表及び賃貸住宅の建設

に要する費用を証する書類を、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の書類の提出を受けたときは、書類の審査をし、これを適格と認めた場合には、

当該工事着工通知書（様式２９）を融資機関に送付する。 

 

（工事の報告及び検査）  

第１１条 融資承認を受けた者は、工事が次の工程に達したときは、それぞれ次に掲げる書類を市



長に提出しなければならない。 

（１）躯体工事が完了したとき 

ア 躯体工事完了届（様式６） 

イ 賃貸条件報告書（様式７） 

ウ その他市長が必要と認める書類 

（２）建設工事が完了したとき 

ア 建設工事完了届（様式８） 

イ 建築基準法第７条第５項及び第７条の２第５項の規定による検査済証の写し。 

ウ 完成写真 

エ 建築図面 

オ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の書類の提出を受けたときは、建築物の検査及び書類の審査をし、これを適格と

認めた場合には、当該工事完了通知書（様式９）を融資機関に送付する。 

３ 融資申込者は、前項の検査合格後でなければ、当該建築物を使用してはならない。 

 

（融資） 

第１２条 融資機関は、市長から建設工事完了通知書を受けた後、抵当権設定日の属する月の末日

に融資金全額の融資を行うものとする。 

２ 融資機関は、前項の規定にかかわらず、市長から工事着工通知書を受けた後にあっては融資金

の２５％、躯体工事完了通知書を受けた後にあっては融資金の５０％を限度として、中間融資を

行うことができる。 

３ 融資機関は、中間融資及び全額融資を行ったときは、市長に速やかにその旨を通知しなければ

ならない。 

 

（変更承認申請及び変更届出） 

第１３条 融資申込者は、融資の申込み後、融資承認までの間に、申込書記載事項または建築計画

の変更をする必要があるときは、市長に速やかに変更承認申請書（様式１２）を提出しなければ

ならない。 

  ただし、市長が軽微な変更と認めるものは、変更届出書（様式１２－２）で足りる。 

２ 融資承認を受けた者は、融資承認後において、申込書記載事項または建築計画の変更をする必

要があるときは、融資機関を経由して市長に速やかに変更承認申請書（様式１２）を提出しなけ

ればならない。 

ただし、市長が軽微な変更と認めるものは、変更届出書（様式１２－２）で足りる。 

３ 市長は、前２項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、認めたときは、変更承認通知書（様

式１３）により、その旨を融資機関及び申請者に通知し、また、認めないときは、変更不承認通

知書（様式１４）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

（辞退届出） 

第１４条 融資申込者または融資承認を受けた者が、融資を辞退する必要があるときは、速やかに

辞退届出書（様式１５）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の届出を受け、必要があるときは、辞退通知書（様式１６）により、その旨を融



資機関に通知するものとする。 

 

（賃貸条件等） 

第１５条 融資にかかる賃貸住宅を賃貸する者（以下「賃貸人」という。）が、当該住宅を賃貸する

場合、家賃その他の賃貸条件については、次の各号に掲げる基準によるものとする。 

（１）賃借人の選定 

ア 融資を受けた者は、当該賃貸住宅を次に掲げるものに賃貸することができる。 

（ア）自ら居住するために住宅を必要とする者 

（イ）自ら居住するために一時的に住宅を必要とする者 

（ウ）上記（ア）、（イ）に掲げるもの以外に賃貸する場合で、市が認めるもの 

イ 賃借人の選定は、原則として公募により受付け、抽選その他の公正な方法により行わ

なければならない。 

ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 

（ア）賃貸する住宅の戸数が２０戸未満の場合 

（イ）募集戸数の１／５を超えない範囲内で選定する場合 

（ウ）賃借人が建替に伴う従前居住者の場合 

ウ 前イの公募の方法は、掲示等の募集とし、少なくとも次に掲げる事項を示して行わな

ければならない。 

（ア）当該住宅が大阪市賃貸住宅建設資金融資にかかる住宅であること 

（イ）当該住宅の名称、所在地、戸数、構造及び階数 

（ウ）賃貸人の住所及び氏名または名称、並びに募集を委託する場合は、委託先の住所及び

名前又は名称 

（エ）家賃、敷金その他の賃貸条件等（各住戸タイプ別） 

（オ）入居申込みの期間及び場所 

（カ）入居申込みに必要な書面の種類 

（キ）賃借人の選定方法 

（ク）当該住宅居住者用駐車施設等の台数 

（２）家賃等 

ア 賃貸人は、賃貸借契約の締結にあたり、家賃の３ヵ月を超えない額の敷金を受領する

ことを除くほか、権利金､謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となること

を賃貸の条件としてはならない。また、受領した敷金は、賃借人が退去する際、その全額

を返済しなければならない。 

イ １住戸の１ヵ月当りの家賃の額は、各戸の専用面積、位置及び形状による利便の度合

いを勘案して決定するものとし、その徴収家賃総額は次の（ア）から（ク）に掲げる額を

合計した額を超えてはならない。 

（ア）融資金を、第７条第３項に定める利率及び同条第４項に定める償還期間とする、元利

均等月賦償還の方法により償還するものとして算出した額 

（イ）賃貸住宅の建設に要した費用の額が融資金を超える場合においては、当該超える額を、

利率を９％とし、償還期間を２５年として、元利均等月賦償還の方法により償還するも

のとして算出した額 

（ウ）修繕費及び管理事務費として、賃貸住宅の建設に要した費用または当該住宅に係る推



定再建築費に相当する額のうち、いずれか多い額に１，０００分の１．５を乗じて得た

額 

（エ）地代相当額として、賃貸住宅を建設するため当該住宅に係る敷地を取得する場合に、

通常必要と認められる価格に１，２００分の５を乗じて得た額 

（オ）賃貸住宅またはその敷地に賦課される公租公課の額の月割額 

（カ）賃貸住宅の災害による損害を補填するための損害保険料、または損害保険に代わるべ

き火災共済に要する費用の月割額 

（キ）融資について、保険または保証を行うために要する費用の月割額 

（ク）空室発生による損失を補填するための引当金として、前記（ア）から（キ）までの規

定により算出した額の合計額に１００分の５を乗じて得た額 

２ 賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約を締結する場合は、国土交通省の住宅宅地審議会答申で作成

された「賃貸住宅標準契約書」を参考に賃貸借契約書を作成し、「大阪市賃貸住宅建設資金融資制

度の融資を受けて建設したものである」ことを明記し、市長の承認を得たものを使用しなければ

ならない。 

 

（資金の預託） 

第１６条 市長は、この要綱に基づき融資が実行されたときは、予算の範囲内で融資機関に一定の

割合による資金を預託する。 

 

（譲渡または目的外使用の禁止） 

第１７条 賃貸人は、融資期間中、賃貸住宅を譲渡し、または、賃貸住宅及びその敷地を目的外の

用途に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めて承認した場合におい

ては、この限りでない。 

 

（融資承認の取消） 

第１８条 市長は、融資承認を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、融資承認

を取消す事ができる。この場合において、市は融資承認を受けた者及び融資機関にこの旨を融資

承認取消通知書（様式４）により通知するものとする。なお、融資承認を受けた者は、融資承認

の取消しをした旨の通知を受けたときは、直ちに融資申込の辞退をしなければならない。 

（１）虚偽の申込みにより融資承認通知を受けたとき。 

（２）融資承認日から３ヶ月以内に工事を着工しないとき。 

ただし、本市の承認を受けたものについては、その期限を超えたとき。 

（３）正当な事由なくして工事が著しく遅延したとき。 

（４）第１１条第２項に規定する検査に合格しないとき。 

（５）その他、承認の継続を困難にする事由が生じたとき。 

２ 市長は、融資を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、融資承認を取消し、

当該融資機関に対し、預託金の全部若しくは一部を執行せず、または執行した預託金の全部若し

くは一部の返還を求めることができるものとする。この場合において、市長は融資を受けた者及

び融資機関にこの旨を通知するものとする。 

（１）虚偽の申込みまたは報告により融資を受けたとき。 

（２）融資金を他の目的へ流用したとき。 



（３）正当な事由なくして元利金の償還または違約金の支払を怠ったとき。 

（４）建築物が滅失し、または著しく毀損したとき。 

（５）第１５条の賃貸条件等の規定に違反したとき。 

（６）この要綱の規定に違反した行為があるとき。 

（７）その他、融資の継続を困難にする事由が生じたとき。 

 

（融資契約の解除） 

第１９条 融資機関は、市長から融資承認の取消しをした旨の通知を受けたときは、当該融資に係

る融資契約を解除することができる。 

２ 融資機関は、前項の解除に際し、融資を受けた者との間に、償還すべき元利金を全額繰上償還

しなければならない旨の契約を締結しておくものとする。 

 

（融資機関の報告） 

第２０条 融資機関は、次の各号の一に該当する場合には、それぞれに掲げる書類を速やかに市に

提出しなければならない。 

（１）融資を実行したときは、融資実行通知書（様式１０・様式１１）。なお、最終融資を実行し

たときは、（根）抵当権設定後の土地、建物登記簿謄本を添付すること。 

（２）融資の償還が完了したときは、完済通知書（様式２０） 

（３）第１８条に掲げる事項の事故が発生したときは、事故発生通知書（様式２１） 

（４）融資契約を解除したときは、契約解除通知書（様式２２） 

（５）毎年度１月末日の償還残額に関する融資償還状況報告書（様式２３） 

 

（被融資者の報告） 

第２１条 融資を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、それぞれに掲げる書類を融資機

関を経由して速やかに市長に提出しなければならない。 

（１）賃貸住宅の賃貸を開始するとき及び隔年度当初に賃貸条件報告書（様式７） 

（２）繰上げ償還を行う場合は、一部繰上償還にあっては、３ヵ月以上前に、また全額繰上げ償

還にあっては、１ヵ月以上前に、繰上げ償還予定報告書（様式２５・２６） 

（３）住所等に変更があった場合は、変更届出書。また、被融資者の死亡による相続等があった

場合には、借受者変更承認申請書（様式２７）（それぞれの事項を証明する書類を添付） 

 

（融資に関する報告の徴収及び調査並びに是正指導） 

第２２条 市長は、この要綱に基づく融資制度の適正な運営を図るため、融資機関及び融資を受け

た者に対し、必要事項について報告を求め、また、賃貸住宅が融資条件に適合しているかどうか

について現場検査を行い、あるいは、当該融資に関する書類等を調査できるものとし、不適正な

事項があった場合は、当該各者に対し是正指導できるものとする。 

 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、その他実施について必要な事項は、都市整備局長が別に

定める。 

 



 

附 則 

この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

  



別表１ 様式一覧 

様式 備考 

大阪市賃貸住宅建設資金融資申込書 様式１ （※１）設計図書 

 1.附近見取図 

 2.配置図 

 3.各階平面図 

 4.立面図(４面) 

 5.断面図(２面) 

 6.各住戸平面詳細図 

 7.仕上表 

 8.各部詳細図 

 9.展開図 

 10.敷地測量図 

 11.建物の求積図及び求積表 

 12.植栽計画図 

 13.その他必要な書類 

  

 
 

融資申込者調書 様式１－２ 

建設資金計画書 様式１－３ 

融資申請額算定表 様式１－４ 

第 16 条に定める賃貸条件等を約する誓約書 様式１－５ 

委任状 ※複数の場合 様式１－６ 

「住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)」第６条に規

定する住民票登記事項証明書(法人の場合) 
  

地籍図の写し   

建築に係る土地の所有権、地上権、賃借権または使用貸

借に係る権利を証する書類 
  

設計図書 （※１）     

建築工事費等概算見積書     

既存賃貸住宅の写真、建物固定資産評価証明書     

その他、市長及び融資機関が申請に必要と認める書類     

審査意見書 様式２   

融資承認通知書 様式３   

融資承認取消通知書 様式４   

工事着工届 様式５   
 

 

工事工程表 様式５－２   

賃貸住宅の建設に要する費用を証する書類（契約書等）     

その他必要と認める書類     

躯体工事完了届 様式６   

 
 

その他市長が必要と認める書類     

賃貸条件報告書 様式７   

  家賃計算表 様式７－２   

  入居者明細表 様式７－３   

  敷地外駐車施設設置状況表 様式７－４   

 賃貸借契約書のひな型   

建設工事完了届 様式８   

 
 

建築基準法第７条第５項及び第７条の２第５項の規定に

よる検査済証の写し 
    



完成写真     

建築図面     

その他市長が必要と認める書類     

躯体・建設工事完了通知書 様式９   

中間融資実行通知書 様式１０   

最終融資実行通知書 様式１１   

 
 

(根)抵当権設定後の土地、建物登記簿謄本の写し     

変更承認申請書 様式１２   

変更届出書 様式１２－２   

 
 

その他変更承認申請に必要と認める書類     

変更承認通知書 様式１３   

変更不承認通知書 様式１４   

辞退届出書 様式１５   

辞退通知書 様式１６   

譲渡・目的外使用承認申請書 様式１７   

譲渡・目的外使用承認通知書 様式１８   

譲渡・目的外使用不承認通知書 様式１９   

完済通知書 様式２０   

事故発生通知書 様式２１   

契約解除通知書 様式２２   

融資償還状況報告書 様式２３   

繰上げ償還(一部・全部)通知書 様式２４   

一部繰上げ償還予定報告書 様式２５   

全部繰上げ償還予定報告書 様式２６   

借受者変更承認申請書 様式２７   

借受者変更承認通知書（借受者通知用）（金融機関通知用） 様式２８   

工事着工通知書 様式２９  

※写しと記載があるものについては、原本持参の上、原本照合すること。 

※図面は原則Ａ３又はＡ４とし、寸法等が判るものとすること。 

 

 

 



市賃住 公的補助

様式１

次のとおり賃貸住宅を建設したいので、建設資金の融資のあっせんを受けたく

関係書類を添えて申し込みます。

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

ＲＣ ・ ＳＲＣ 緑地面積

Ｓ ・ その他 （緑地割合）

㎡

㎡ 建ぺい率 ％ 容積率

（　　　　　㎡） 基準建ぺい率 ％ 基準容積率

駐車台数

自　転　車

駐輪台数

バ　イ　ク

駐輪台数

融資申込 予定建設費

金融機関 （消費税等含）

建築面積

延べ面積

建築物の
計画

大 阪 市 長

建設地

融資対象外

住宅戸数

地名地番

地域・地区

敷地面積

融資対象
住宅戸数

（容積対象面積）

令和　　　年　　　月　　　日

受付欄

賃貸住宅建設資金融資申込書

（　　　　　　）
一般

構     造

密集地区

大阪市民間老朽住宅建替支援事業

共同建替

％

階    数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　（防火地域・準防火地域）

㎡

住　所

電　話　　　　　　　　　（　　　　　　）

（　　　　　　％）

 　台うち住宅用　　 　台（　　 　％）

戸 予定工期

〔うち事業者用住宅数　　　戸〕

　　　～　Ｒ　　　・　　　・　

　Ｒ　　　・　　　・

〔うち一般住宅数　　　　　戸〕

〔うち小規模住宅数　　　　戸〕

〔うち社宅用住宅数　　　　戸〕

賃貸住宅戸数

延床面積

既存建築物

戸

　　階建㎡

構　造

階　数
住宅部分

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大阪市　　　　　区

　　　　　　　　　　　　　㎡　　　      　（自己所有・地上権・賃借権・使用貸借）

階

％

千円

 　台うち住宅用　　 　台（　 　　％）

 　台うち住宅用　　　 台（　 　　％）

戸

融資申請額

（中間融資　　有　・　無）

（元金据置　　有　・　無）

千円

支店
                 金　庫

                 銀　行

（中間融資　　有　・　無）

千円
店舗等部分



申込者との

続　柄

申
込
者
が
法
人
の
場
合

家
族

（
配
偶
者
及
び
１
親
等

）
欄

（営業内容）

ふ　り　が　な

氏　　　　名

平　均　年　収

住　　　　所

市賃住

生　年　月　日

　　〒　　　－

申
込
者
が
個
人
の
場
合

名称、代表者名

融　資　申　込　者　調　書

様式１－２

（詳細に記入すること）

職　業　等

（　　　　歳）　　

法人の場合は

年　　齢氏　　　　名

職　　　　業



　③

手持金 借入金 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年　利 償還期限

（％） （年）

※　該当区分に○をしてください。

１㎡当り １戸当り

（戸） （円） （円）

（㎡）

様式１－３

融

金　　額

建　設　資　金　計　画　書

・　一般　　

　①

資

　　①－②－③

収入月額
１戸当り
床面積

家賃月額

敷金等

（円）

償還月額
返済方法

融資希望額 公的補助金
自己負担金調達区分

敷　金

（千円）（千円）
賃
　
貸
　
計
　
画

賃
　
貸
　
部
　
分

住
宅
部
分

最　高

最　低

市
以
外
の

借
入
金

店舗等部分

平　均

・共同建替

・密集地区

賃貸戸数
区　　　分

（㎡）

希

望

額 店舗等

市賃住

資
金
計
画

償
　
還
　
計
　
画

　②

※

（千円）

予定建設費



①
㎡  

② 　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ ②は、３～５階建　　　１００㎡／戸
㎡／戸×　　　　戸＝　　　　　　　　　　　㎡  　　　　　　　　６ 階建以上１０７㎡／戸

⑤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥
　　　㎡　×１０，０００円／㎡＝　　　 　　　　　千円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円　 　④＋⑥　１０万円未満切捨て

⑦
㎡  

棟外 ㎡  

⑧
㎡  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨
 　　　　　戸×１５㎡＝　　　　　　　　　　　　　　  　㎡

対象面積Ｂ　　　　　融資単価　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円　　　　 　１０万円未満切捨て

　　　　戸×3,040,000千円／戸＝　　　　　　千円⑩

小規模
住戸 　　　　戸×1,520,000千円／戸＝　　　　　　千円⑪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円　　　　 ⑩+⑪　　　１０万円未満切捨て

⑫ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円　　　　 　（ａ＋ｂ＋ｃ）－補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円　　　 予定建設費-解体超過費-補助金

予定解体費-査定解体費（※1）
（※1）査定解体費＝解体除却費限度

額単価×解体建物実測延面積

　対象面積Ａ＋（⑦⑨の内小さい方）
　賃貸住宅延床面積

　１０万円未満切捨て

⑬ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円　　　　 　⑫ と ｄ の内低い額

e 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円
仮設店舗建設費または

950,000円/店の内小さい方

千円 ⑬ ＋ ｅ

　⑭
㎡  

　⑮ ㎡  　対象面積Ａ×１／２

　　　　　　㎡×　　　　　　　　円／㎡＝　　　　　　　　千円

　対象面積Ｃ／賃住延床面積

　１０万円未満切捨て

　ｆ ｇ の内小さい方

住
　
　
　
　
　
　
　
　
宅

融　資　申　請　額　算　定　表

融　資　額

限度面積

建替加算

　建設費×面積率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

融資申請額
（仮設店舗建設費

含まず）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円　　　

面　積　率 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

仮設店舗建設費

融資申請額

店
　
舗
　
等

f

算定面積

融資申請額

g

建　設　費

市賃住

算定面積

d

建　設　費

解体超過費

b

算定面積

a

様式１－４

　算定基準により算定した住宅の
融資対象面積

　対象面積Ａ　　　　融資単価　　　　　　④　
　対象面積Ａは、①③の内小さい方

　　　　　　　㎡　×　　　　　　円／㎡＝　　　　　　　　千円  

　⑤は対象面積Ａまたは既存住宅の
延床面積の２倍の内小さい方

駐
車
施
設
加
算

　対象面積Ｂは、⑧⑨の内小さい方
　　　　　　㎡×　　　　　　　　円／㎡＝　　　　　　　　千円

c

特
殊
基

礎
加
算

融資額

棟内

計

限度面積

融資額

千円

　算定基準により算定した店舗等の
融資対象面積

限度面積

　対象面積Ｃは⑭⑮の内小さい方
１０万円未満切捨て

対象面積Ｃ　　　　　　　融資単価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

面　積　率 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％　　　　　　　　　

　建設費×面積率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円  



令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長

申込者

〒　　　　　－

住　　所

氏　　名

法人の場合は

名称、代表者名

施設等の用途の変更をしないことを誓約します。

　万一違反したときは、大阪市の指定する期日までに融資金の全額を返済するこ

とを誓約します。

市賃住

様式1－5

第１６条に定める賃貸条件等を約する誓約書

　このたび、賃貸住宅の建設をするにあたり、大阪市賃貸住宅建設資金融資制度

要綱に違反しないことはもちろんのこと、賃借人の選定、家賃等の設定について

は、同要綱第１５条（賃貸条件等）の規定を遵守し、また、敷地、建物及び附属



令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長

委任者 〒　　　　　－

住　　所

氏　　名

法人の場合は

名称、代表者名

代理人 〒　　　　　－

住　　所

氏　　名

電　　話

記

申請、変更の手続き並びにその訂正、受領に関する一切の権限

市賃住

様式１－６

委任状

私は、都合により　　　　　　　　　　　を代理人と定め、大阪市賃貸住宅建設

資金融資制度要綱に係る次の手続きを委任します。



次のとおり審査の結果を通知します。

※

一　般 密集地区

％

※　１０万円未満切捨て

その他

％

１年間

１０年間店舗等部分

住宅部分

融資区分

当初１０年間

　　有　　・　　無

１１～１５年

店舗等部分

千円

共同建替

中　間
融資額

住宅部分

受
付
番
号

申
込
者

判
定

判
定
理
由

法人の場合は

氏名、代表者名

取扱支店

備　考

融資保証

連　帯

保証人

氏名

氏名

店舗等部分

融　資
利率等

住宅部分 千円

元金据置

％

住　所

住　所

審　査　意　見　書

建　物

担
保

土　地

　金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

％ １６～２５年

千円

市賃住

様式２

令和　　　　年　　　　月　　　　日

千円

※

大阪市長

住　　　所

氏　　　名

融資額



大阪市長

一　般

当初１０年間 ％

１６～２５年間 ％

住　宅　率 ％

※

千円

金　庫　　

％

融資
利率

融資対象戸数

融　資　機　関

１１～１５年間

店舗等部分

融資対象面積戸

店舗等
部分

他の公的補助金を受けている場合は、融資額から控除されます。

㎡ 賃貸住宅面積 ㎡

支店　　

㎡

銀　行　　

建　　設　　地

融　資　区　分

※
融資額

賃貸住宅延床面積

％

　大阪市　　　　　　　　　　区

承　認　番　号

元金据置
１年間

１０年間千円

有　　・　　無

中間融資

住宅部分 千円

千円中間融資

共同建替

住宅
部分

密集地区

市賃住

様式３

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　橋　下　　徹

　　　　　　　　　　様

融　資　承　認　通　知　書

大阪市民間老朽住宅建替支援事業賃貸住宅建設資金融資申込

（受付：令和　　　年　　　月　　　日 　第　　　　－　　　　　号）

については、次のとおり承認します。

令和　　　年　　　月　　　日

名称、代表者名

住　　　所

承　認　日

氏　　　名

法人の場合は

第　　　　－　　　　号

申
込
者



大阪市長

1

2 申込者 住　　所

氏　　名

3 建設地

4 取消理由

承認番号

　大阪市賃貸住宅建設資金融資制度要綱第１８条の規定に基づき、次のとおり承認を取消

します。

記

市賃住

様式４

融　資　承　認　取　消　通　知　書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　様

　　橋　下　　徹



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

次のとおりお届けします。

構造 階　数 階　建

銀　行

金　庫

予定日

予定日

様式５

（　ＲＣ　・　Ｓ　・ＳＲＣ　・　その他　）

　　大阪市　　　　　　区

承　認　番　号

建　　設　　地

構　造　規　模

住　所

令和　　　年　　　月　　　日

金　額 千円　　

注　２）

注　３）

中間融資は、融資予定額の１／２を限度に躯体工事完了検査の後、融資機関が認めた場合に実行されます。

最終融資は、建設工事完了の検査及び抵当権設定手続が完了した後、実行されます。

届出事項に変更があれば、その都度速やかに手続を行ってください。

注　１）

竣工予定日令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日 （　毎月末日に限る　）最終

融
資

中間

着　　工　　日

市賃住

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支　店　　

承　認　日

工　　事　　着　　工　　届

令和　　　年　　　月　　　日

金　融　機　関

第　　　　－　　　　号

令和　　　　年　　　　月　　　　日



注 1） 各工事の完了予定日は必ず記入のこと。

2） 工事工程の変更があれば再提出してください。

事

月 月 月 月 月月 月月 月 月 月

工　　　事　　　工　　　程　　　表

表

工

程

工

月 月 月 月月

市賃住
様式５－２

工事内容



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

次のとおりお届けします。

構造 階　数 階　建

（総　額）

千円

銀　行

金　庫

様式６

第　　　　－　　　　号承　認　番　号

建　　設　　地

構　造　規　模

躯体工事完了届

市賃住

躯体工事完了日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

　　大阪市　　　　　　区

（　ＲＣ　・　Ｓ　・ＳＲＣ　・　その他　）

千円の内

中間融資額

令和　　　　年　　　　月　　　　日

金　融　機　関 支　店　　

承　認　日

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住　　　所

賃借人
氏　　　名
法人の場合は
名称、代表者
名

電話番号

※マンション名

※
（ ）

添付書類

○家賃計算書（所定様式）

○入居明細表

○建設敷地の固定資産評価額証明書（各区役所発行）

　＊備考欄に、固定資産税・都市計画税の税額が記載されたもの。

○賃貸借契約書のひな型

※は、確定後記入してください。

融資銀行
銀行

支店

金庫

融資金融機関確認欄

様式７

融資年月日 令和　　年　　月　　日 最終返済年月日 令和　　年　　月　　日

月額徴収家賃
限　度　額

　　　　　　　　　　　　円
月額徴収家賃
受取合計額

　　　　　　　　　　　　円

所 在 地
住居表示

承認番号 第　　　　－　　　　号 承認年月日 令和　　年　　月　　日

融資金額 　　　　　　　　　　　千円 融資対象戸数 　　　　　　　　　　　　戸

市賃住

賃 貸 条 件 報 告 書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

大阪市長

〒

　平成○○年度大阪市民間老朽住宅建替支援事業賃貸住宅建設資金融資制度による融資
を受け建設した下記住宅の月額家賃及び賃貸条件を、同要綱に基づき、賃貸借契約書の写
しを添えて、別紙のとおり報告します。



円未満切り捨て

円

㎡ 当初10年間

11 ～ 15 年

㎡ 16 ～ 25 年

当 初 1 年 間

円 2 ～ 10 年

11 ～ 15 年

円 16 ～ 25 年

円

円

ｃ

円

㎡

％

円

固定資産評価額

（ニ×チ） 円

固 定 資 産 税

（ホ×チ） 円

都 市 計 画 税

（ヘ×チ） 円

固 定 資 産 税

（カ×チ） 円

都 市 計 画 税

（ヨ×チ） 円

円

（ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ+ｆ+ｇ）×5÷100

円

*1　建物の公租公課が確定するまでは、上記により計算した金額としますが、この額は実際にかかる固定資産税、都市計画税とは異なります。

*2　借地の場合は記入しないで下さい。また、地目が宅地以外の場合は固定資産税＝（ヌ）×1.4％÷6÷12、都市計画税（ヌ）×0.3％÷3÷12で計算してください。

*3　当初については、融資金額（ワ）0.9×2.5÷1,000÷12で計算してください。

ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ+ｆ+ｇ+ｈ

市賃住

様式７－２

融 資 金 額 （ワ） 保 証 料 保証料月額（例：一括払い額÷300）

補 助 金 （ソ）
ｈ 空 室 に よ る 損 失 引 当 金

1 カ 月 の 総 家 賃 限 度 額

（レ）
ｇ 住 宅 融 資

保 険 料 *3
月割額

利用されるどちら
か一方を記入し

て下さい。

（オ） 都 市 計 画 税 *2
左欄の（オ）÷12

建
　
物

（タ） ｆ 火 災 保 険 料 月割額×（チ）

（イ-ソ）×チ

土
　
　
地

（ヌ） 都 市 計 画 税 *1
左欄の（イ）×（チ）×0.6×0.3％÷12

（ル） 土
　
　
地

固 定 資 産 税 *2
左欄の（ル）÷12

固定資産評価額（ヌ）×10÷7×5÷1,200＋借地代
（ト÷ハ）

住 宅 建 設 費
（リ）

ｅ

公

租

公

課

建
　
　
物

固 定 資 産 税 *1
左欄の（イ）×（チ）×0.6×1.4％÷3÷12

優
　
良
　
賃
　
貸
　
住
　
宅
　
部
　
分

住 宅 延 床 面 積 （ト） 推 定 再 建 築 費 に よ 住宅建設費（リ）×推定再建築費による率×1.5÷1,000
る 場 合

住 宅 率
（チ） ｄ 地 代 相 当 額

都 市 計 画 税 建 設 費 に よ る 場 合 住宅建設費（リ）×1.5÷1,000
（ヨ）

修
繕
費
及
び

管
理
事
務
費

建
　
物

固 定 資 産 税 （カ） b 自 己 資 金 償 還 額 （住宅建設費（リ）-融資金（ワ））×

固 定 資 産 評 価 額 （ニ）
共 同 建 替

据
置
有固 定 資 産 税 （ホ）

都 市 計 画 税 （ヘ）

積　　算　　式

a

 
融

資

金

償

還

金

一 般
当 初 10 年 間

円

敷 地 面 積 （ロ）
11 ～ 25 年

密 集 建 替

据
置
無

家　　賃　　計　　算　　表

建
物
全
体

総 建 設 費 （イ）
項　　　　　目 積　算　方　法

建 物 延 床 面 積 （ハ）



市賃住

様式７－３

入　居　明　細　表

タイプ タイプ

（2DK、3DK等） （2DK、3DK等）

㎡ 円 円 円 ㎡ 円 円 円

合　　　計

階 室　番　号 専 用 面 積 月 額 家 賃 敷　　　　　　金 共 益 費 等階 室　番　号 専 用 面 積 月 額 家 賃 敷　　　　　　金 共 益 費 等



市賃住

様式７－４

敷 地 外 駐 車 施 設 設 置 状 況 表

駐車施設必要台数

完成時必要台数 台

敷地内設置台数 台

敷地外設置必要台数 台

敷地外駐車施設設置状況

契約相手方 所在地 契約台数 契約期間 備考

台

台

台

台

台

台



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

次のとおりお届けします。

構造 階　数 階　建

銀　行

金　庫

添付書類（敷地外に駐車施設を設置した場合）
○敷地外駐車施設設置状況表（所定様式）
○敷地外駐車場施設設置にかかる契約書全文の写し

市賃住

様式８

建設工事完了日 融資額

支　店　　

建設工事完了届

令和　　　年　　　月　　　日

承　認　日

建築基準法による
検査済証発行日・番号

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　第　　　　　　　　　号

マンション名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
住　居　表　示

　　大阪市　　　　　　区

金　融　機　関

構　造　規　模

　　大阪市　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　丁目　　　　　　　番　　　　　　　　号

令和　　　　年　　　　月　　　　日

第　　　　－　　　　号

（　ＲＣ　・　Ｓ　・ＳＲＣ　・　その他　）

承　認　番　号

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所

令和　　　年　　　月　　　日

（内中間融資額）　　　　　　　　千円

建　　設　　地

千円　　



     大阪市長

工事完了通知書

法人の場合は
名称、代表者名

完了日

千円

融資対象戸数

融資対象面積

令和　　　年　　　月　　　日承　認　日

申
　
込
　
者

住　　　　所

次のとおり通知します。

氏　　　　名

市賃住

様式９

　　　　　　　　　　様

躯　体
建　設

建　　設　　地

令和　　　　年　　　　月　　　　日

工事完了検査日

　　大阪市　　　　　　区

　橋　下　　徹

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

その他

検
　
査
　
事
　
項

躯
体
工
事

番　　　　　号

住宅部分

店舗等部分

戸

㎡

千円

令和　　　年　　　月　　　日

発　行　日

令和　　年　　　月　　　日

その他

融資額

承　認　番　号 第　　　　－　　　　号

建築基準法
第７条５項の
検査済証

建
設
工
事



大阪市長

金融機関

共同建替 密集地区

（総　額） （総　額）

千円 千円

千円の内

承　認　番　号 第　　　　－　　　　号 承　認　日

融資利率融資実行日 令和　　　年　　　月　　　日

店舗等部分

融　資　区　分

千円の内

一　般

融　資　保　証

令和　　　年　　　月　　　日

市賃住

様式１０

中間融資実行通知書

申
　
込
　
者

住　　　　所

％

令和　　　　年　　　　月　　　　日

次のとおり、融資を実行しましたので通知します。

住宅部分融資額

法人の場合は
名称、代表者名

氏　　　　名

建物

設定年月日担保物権

融　資　期　間 自　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　至　　令和　　　年　　　月　　　日

備　　考担　保　物　件

土地

設定金額

連帯保証人 住　　　　　　　　　　　　　所



大阪市長

金融機関 　　　　

一　般

当初１０年間 ％

１６～２５年間 ％

備　　　考

※

令和　　　年　　　月　　　日

住　　　所

氏　　　名
法人の場合は

名称、代表者名

承　認　番　号

市賃住

様式１１

申
込
者

千円

中間融資

最　終　融　資　実　行　通　知　書

共同建替 密集地区

承　認　日第　　　　－　　　　号

次のとおり、融資を実行しましたので通知します。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

有　　・　　無

１０年間千円
店舗等

令和　　　年　　　月　　　日

％

土地

％１１～１５年間

元金据置
１年間

住宅
部分

自　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　至　　令和　　　年　　　月　　　日

融資実行日

融資期間

設定金額設定年月日担保物権担　保　物　件

連帯保証人 住　　　　　　　　所

建物

「最終融資実行通知書」には、（根）抵当権設定後の土地・建物登記簿謄本を添付すること。

融資保証

融　資　区　分

融資額
融資
利率

住宅部分

千円中間融資

店舗等部分

千円

部分



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

上記について異議ない旨、申し添えます。

金融機関

旧
事
項

第　　　　－　　　　号受付番号

変
更
理
由

第　　　　－　　　　号

次のとおり変更したいので申請します。

変
　
更
　
事
　
項

令和　　　　年　　　　月　　　　日

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市賃住

様式１２

新
事
項

変更承認申請書

住　所

承認番号



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

上記について異議ない旨、申し添えます。

金融機関

変
更
理
由

承認番号

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市賃住

様式１２－２

新
事
項

次のとおり変更したいので届出します。

受付番号 第　　　　－　　　　号 第　　　　－　　　　号

変　更　届　出　書

住　所

変
　
更
　
事
　
項

令和　　　　年　　　　月　　　　日

旧
事
項



     大阪市長

橋　下　　徹

賃貸住宅
延床面積

㎡

賃貸
住宅面積

㎡

住宅率 ％

賃貸住宅
延床面積

㎡

賃貸
住宅面積

㎡

住宅率 ％

旧
事
項

変
更
理
由

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項

第　　　　－　　　　号 　　　　千円

融資額

住宅部分

店舗等部分第　　　　－　　　　号 千円

住　　　所

氏　　　名

新
事
項

名称、代表者名

法人の場合は

承　認　番　号

受　付　番　号

申
込
者

令和　　年　　月　　日付けで融資承認をしたが、この度、下記のとおり融資

承認を変更したので通知します。

市賃住

様式１３

　　　　　　　　　　様

令和　　　　年　　　　月　　　　日

変　更　承　認　通　知　書



     大阪市長

橋　下　　徹

1 不承認の内容

2 不承認の理由

記

り審査の結果、不承認となりましたので通知します。

大阪市賃貸住宅建設資金融資制度要綱第９条第３項（第１３条第３項）の規定によ

市賃住

様式１４

変　更　不　承　認　通　知　書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　様

令和　　年　　月　　日付けで申請のあった融資申込み（変更承認申請）については、



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

※

　　大阪市　　　　　　　区

第１４条第１項の規定により届出します。

辞　退　届　出　書

　　

　　　辞退理由

店舗等部分

下記のとおり辞退したいので、大阪市賃貸住宅建設資金融資制度要綱

第　　　　－　　　　号

融資承認以前の方は、申請額を記入してください。

建　設　地

円 融資対象面積 ㎡

市賃住

様式１５

住宅部分融
資
対
象
額

受付番号

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住　所

承認番号 第　　　　－　　　　号

融資対象戸数円 戸

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



金融機関

大阪市長

橋　下　　徹

令和　　年　　月　　日付けで　　　　　　　　　　　をしたが、この度、申込者より

建　　設　　地　 　大阪市　　　　　　　　区

第　　　　－　　　　号

千円 戸

承　認　番　号

融資対象戸数

第　　　　－　　　　号

市賃住

様式１６

　　　　　　　　　　　様

辞　退　通　知　書

受　付　番　号

融
資
対
象
額

辞退の申し出があったので通知します。

住　　　所

令和　　　　年　　　　月　　　　日

申
込
者

住宅部分

店舗等部分 千円

氏　　　名

名称、代表者名

法人の場合は

融資対象面積 ㎡



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

法人の場合は

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記について意義ない旨、申し添えます。

　大阪市　　　　　　　　区建　　設　　地　

　　譲　渡　理　由

令和　　　年　　　月　　　日第　　　　－　　　　号

市賃住

様式１７

譲渡・目的外使用承認申請書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

譲
受
人

住　　　所

氏　　　名

名称、代表者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり、賃貸住宅を譲渡したいので、大阪市賃貸住宅建設資金融資

制度要綱第1７条の規定により申請します。

千円

店舗等部分 千円

住宅部分

承　認　日受　付　番　号

融
資
対
象
額

構　　造 ＲＣ　・　Ｓ　・　ＳＲＣ　・　その他

規　　模 　　　　　　　　　　　　　　階建



　　 大阪市長

橋　下　　徹

第　　　　－　　　　号受　付　番　号

住　　　所

氏　　　名

名称、代表者名

法人の場合は

　大阪市　　　　　　　　区

住宅部分
融
資
対
象
額

市賃住

様式１８

　　　　　　　　　　様

譲渡・目的外使用承認通知書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

大阪市賃貸住宅建設資金融資制度要綱第1７条の規定により、

次のとおり承認したので通知します。

建　　設　　地　

　　　譲　渡　理　由

氏　　　名

法人の場合は

千円

名称、代表者名

住　　　所

店舗等部分 千円

　　　　備　　　　考

譲
渡

」
人

承認番号 第　　　　－　　　　号

構　　造

規　　模

ＲＣ　・　Ｓ　・　ＳＲＣ　・　その他

　　　　　　　　　　　　　　　階建

譲
受
人



　　 大阪市長

橋　下　　徹

1 不承認の内容

2 不承認の理由

市賃住

様式１９

譲渡・目的外使用不承認通知書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　様

記

　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった譲渡・目的外使用承認申請については、大阪

市賃貸住宅建設資金融資制度要綱第１７条の規定により審査の結果、不承認となり

ましたので通知します。



大阪市長

金融機関

市賃住

様式２０

　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

融　資　額

　備　　　　　考

　次のとおり、満期による融資金の完済がありましたので通知します。

千円

完　済　日

第　　　　－　　　　号承認番号

住　　　所

令和　　　　年　　　　月　　　　日

完　済　通　知　書

氏　　　名

名称、代表者名

法人の場合は

借
受
者



大阪市長

　　

融　資　額

　　金融機関　　　　　　　　　　　　　　　

借
受
人

　　　事故内容

　次のとおり、事故が発生しましたので通知します。

千円

融　資　期　間 自　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　至　　令和　　　年　　　月　　　日

第　　　　－　　　　号

市賃住

様式２１

令和　　　　年　　　　月　　　　日

事故発生通知書

承　認　番　号

住　　　所

氏　　　名

名称、代表者名

法人の場合は



大阪市長

金融機関

基づき通知します。

1 契約解除日

2 承認番号

3 借受人 住　　所

氏　　名

4 契約解除の理由

記

　契約を解除しましたので、大阪市賃貸住宅建設資金融資制度要綱第２０条の規定に

市賃住

様式２２

契約解除通知書

令和　　　　年　　　　月　　　　日



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

　　　１０月

　　　１１月

　　　１２月

令和　　　年　１月

　　　　　　　　２月

　　　　３月

年　　　　月

令和　　　年　３月

　　　　　　　　４月

　　　　５月

　　　　８月

　　　　９月

円

円 円

円 円

円

円

融資残額（各月末時点） 償　　　　還　　　　額 備　　　　　　　　考

円 ―

円 円

円 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円 円

円

市賃住

様式２３

令和　　　　年　　　　月　　　　日

融資償還状況報告書

氏　　　名

名称、代表者名

法人の場合は

借
受
人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　６月

　　　　７月

融
　
　
資
　
　
償
　
　
還
　
　
状
　
　
況

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

融　資　額

　次のとおり、令和　　　　年度の融資償還状況について報告します。

千円第　　　　－　　　　号承　認　番　号

住　　　所



大阪市長

　　

市賃住

様式２４

令和　　　　年　　　　月　　　　日

繰上げ償還（一部・全部）通知書

　　金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　　所

　繰上げ償還理由

次のとおり、融資金の繰上げ償還がありましたので通知します。

千円

繰上げ償還額

法人の場合は

繰上げ償還日

借
受
人

千円 令和　　　年　　　月　　　日

氏　　　名

氏名、代表者名

融　資　額第　　　　－　　　　号承　認　番　号



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

融　資　額

　一部繰上げ償還理由

次のとおり、一部繰上げ償還を予定していますので報告します。

千円

一部繰上げ
償還額

一部繰上げ
償還予定日

千円 令和　　　年　　　月　　　日

第　　　　－　　　　号承　認　番　号

住　　　所

氏　　　名

名称、代表者名

法人の場合は

借
受
人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市賃住

様式２５

令和　　　　年　　　　月　　　　日

一部繰上げ償還予定報告書



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市賃住

様式２６

令和　　　　年　　　　月　　　　日

全部繰上げ償還予定報告書

全部繰上げ
償還予定日

千円 令和　　　年　　　月　　　日

第　　　　－　　　　号承　認　番　号

住　　　所

氏　　　名

名称、代表者名

法人の場合は

借
受
人

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

融　資　額

　全部繰上げ償還理由

次のとおり、全部繰上げ償還を予定していますので報告します。

千円

全部繰上げ
償還額



大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

金融機関

令和　　　　年　　　　月　　　　日

大阪市長

借受者変更承認申請書

市賃住

様式２７

新
借
受
者

次のとおり、借受者を変更したいので申請します。

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変
　
更
　
事
　
項

登録番号 第　　　　－　　　　号 認定番号

旧
借
受
者

変
更
理
由

第　　　　－　　　　号

住　所

令和　　　　年　　　　月　　　　日

承　　　認　　　欄

上記について、承認いたします。

上記について、意義ない旨申し添えます。



（借受者通知用）

大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

大阪市長

住　所

令和　　　　年　　　　月　　　　日

承　　　認　　　欄

上記について、承認いたします。

変
　
更
　
事
　
項

登録番号 第　　　　－　　　　号 認定番号

旧
借
受
者

変
更
理
由

第　　　　－　　　　号

借受者変更承認申請書

市賃住

様式２８

新
借
受
者

次のとおり、借受者を変更したいので申請します。

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（金融機関通知用）

大阪市長

申込者

法人の場合は

名称、代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

大阪市長

市賃住

様式２８

新
借
受
者

次のとおり、借受者を変更したいので申請します。

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変
　
更
　
事
　
項

登録番号 第　　　　－　　　　号 認定番号

旧
借
受
者

変
更
理
由

承　　　認　　　欄

借受者変更承認申請書

上記について、承認いたします。

第　　　　－　　　　号

住　所

令和　　　　年　　　　月　　　　日



     大阪市長

建
設
工
事

工事着手日 　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

その他

融資額
住宅部分 千円 融資対象戸数 戸

店舗等部分 千円 融資対象面積 ㎡

承　認　番　号 第　　　　－　　　　号 承　認　日 令和　　　年　　　月　　　日

建　　設　　地 　　大阪市　　　　　　区

次のとおり通知します。

申
　
込
　
者

住　　　　所

氏　　　　名

法人の場合は
名称、代表者名

市賃住

様式29

工事着工通知書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　様

　橋　下　　徹


